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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（

閣
法
第
五
三
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

厚
生
年
金
基
金
の
新
設
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
し
、
施
行
日
か
ら
五
年
間
に
限
り
、
厚
生
年
金
基
金
が
解
散
時

に
政
府
に
返
還
す
る
代
行
給
付
に
必
要
な
資
産
の
分
割
納
付
に
つ
い
て
、
そ
の
期
限
を
十
五
年
か
ら
三
十
年
に
延
長
す
る
と

と
も
に
、
事
業
所
間
の
連
帯
債
務
と
な
ら
な
い
よ
う
措
置
を
講
ず
る
。

二

施
行
日
か
ら
五
年
経
過
後
に
お
い
て
、
厚
生
年
金
基
金
の
年
金
給
付
等
積
立
金
が
一
定
の
基
準
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と

き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
解
散
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三

解
散
す
る
厚
生
年
金
基
金
の
事
業
所
が
他
の
企
業
年
金
制
度
等
に
移
行
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

四

第
三
号
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
不
整
合
期
間
を
有
す
る
者
が
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
届
出
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
期

間
を
受
給
資
格
期
間
へ
の
算
入
期
間
と
み
な
す
と
と
も
に
、
八
の
政
令
で
定
め
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
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（

「

」

。
）

、

。

る
日

以
下

特
定
保
険
料
納
付
期
限
日

と
い
う

ま
で
の
間

一
定
の
範
囲
で
特
定
保
険
料
の
納
付
を
可
能
と
す
る

五

施
行
日
に
お
い
て
、
不
整
合
記
録
に
基
づ
き
、
老
齢
基
礎
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
特
定
保
険
料
納
付

期
限
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
間
、
受
給
額
の
水
準
を
維
持
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
四
の
特
定
保
険
料
の
納
付
が
な
か
っ

、

、

、

。

た
場
合

そ
の
後
の
老
齢
基
礎
年
金
額
に
つ
い
て
は

受
給
額
の
百
分
の
九
十
を
限
度
と
し
て

減
額
を
行
う
も
の
と
す
る

六

障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
等
の
保
険
料
納
付
要
件
の
特
例
等
を
十
年
間
延
長
す
る
。

七

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
四
及
び
五
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
六
は
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

八

四
の
特
定
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
四
の
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
存
続
厚
生
年
金

基
金
が
解
散
し
又
は
他
の
企
業
年
金
制
度
等
に
移
行
し
、
及
び
存
続
連
合
会
が
解
散
す
る
よ
う
検
討
し
、
速
や
か
に
必
要
な
法

制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
規
定
を
追
加
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


